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大企業における景況感の回復に比べて、中小企業の回復は遅れている。

日銀短観における中小企業業況判断ＤＩ（前期比季節調整値）

注：日銀短観の調査対象企業数は１０，７５０社。うち中小企業（資本金２千万～１億円と定義）は約５，４００社。
（年期）

中小企業の景況感 １



小規模企業を多く含む中小企業景況調査においては、景況感は厳しい。

中小企業景況調査（中小企業庁、中小機構）における業況判断ＤＩ

注：調査対象企業数は中小企業約１万９千社。うち、従業員２０人以下の小規模企業が約８割を占める。
（年期）

中小企業の景況感 ２



原材料価格の高騰などを背景として中小企業における収益率が低迷し、大企業との格差が拡
大している状況。

中小企業の景況感 ３



地域内における機械関連型業種が製造業に占める付加価値額シェア
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有効求人倍率

（２００７年１１月）

資料：厚生労働省「職業安定業務統計」、経済産業省「鉱工業生産指数」

有効求人倍率を見ると、都道府県の間でも大きなばらつきが存在する。
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小規模企業の借入依存度は、９０年代後半以降高止まりしている。

資料：財務省「法人企業統計年報」

法人企業統計年報による資本金規模別借入依存度割合推移

（注）借入依存度＝（短期借入金＋長期借入金＋社債）／総資産

中小企業金融の状況



今回の景気回復局面において倒産件数が減少してきたが、最近やや増加傾向。

中小企業倒産件数と増減率（前年同期比）

資料：東京商工リサーチ「倒産月報」

注：2000年以前は資本金１億円未満の企業を中小企業とする。

（社）

（年期）

（％）

中小企業の倒産



（注）1.1991年までは「事業所統計調査」、1994年は「事業所名簿整備調査」として行われた。
2.図①における中小企業の範囲は以下の通り
・1996年以前は常用雇用者300人以下（卸売業は100人以下、小売業、飲食店、サービス業は50人以下）、又は資本金1億円以下（卸売業は
3,000万円以下、小売業、飲食店、サービス業は1,000万円以下）

・1999年以降は常用雇用者300人以下（卸売業、サービス業は100人以下、小売業、飲食店は50人以下）、又は資本金3億円以下（卸売業は1
億円以下、小売業、飲食店、サービス業は5,000万円以下）の企業を中小企業とする。

開業率が廃業率を下回る状況が続いており、企業数の減少には歯止めがかかっていない。

資料：総務省「事業所・企業統計調査」再編加工 資料：総務省「事業所・企業統計調査」

①企業数の推移 ②開廃業率の推移

3.5

3.1

3.6

2.7

3.5

4.3

5.9 5.9

6 .1

4.5

5 .6

3.2

4.0

4 .0

3.8 3 .8

0 .0

1 .0

2 .0

3 .0

4 .0

5 .0

6 .0

7 .0

75～78 78～81 81～86 86～91 91～96 96～99 99～01 01～04

（年）

（％）

開業率 廃業率

463.0

495.9

510.3

470.3

433.8

485.1

523.4

535.1
528.0

432.6

469.0

483.7

507.3

520.4

532.7
525.8

400

420

440

460

480

500

520

540

560

75 78 81 86 91 96 99 01 04 （年）

（万）
全企業数 うち中小企業数（1981年以降のみ）

企業数・改廃業率の推移



原材料仕入単価ＤＩが今回の景気回復局面における最も高い水準を示す一方、売上単価DIは伸
び悩んでいる（「上昇」－「低下」前年同期比）。

（年期）資料：中小企業庁・中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
注：調査対象は小規模企業を含めた約19,000社。

中小企業の価格転嫁度合いの推移 （前年同期比）

原油・原材料の価格上昇 １



原油価格上昇による中小企業への影響
（平成１９年１１月２７日公表）

～１１月上旬から中旬にかけて、全国の中小企業１，１３３社の回答を集計～

原油価格の上昇により収益を圧迫されている企業は９割を超える。

－ 原油・石油製品価格の上昇による収益への影響は今年の夏より更に拡大し、収益を圧迫している企業の割合は９割を超
える。

－ 特に収益への影響が大きい業種は、窯業・土石製品、石油製品、パルプ・紙製品、出版・印刷、クリーニング、運輸、繊維
工業等。

－ 価格転嫁が困難な企業の割合は、今年の夏より若干上昇。全く転嫁できていないとする企業が６割。４割以上転嫁できて
いる企業は１割に満たない。

《収益への影響》 《価格転嫁度合い》

65.3 59.0 61.1

26.9 30.9
37.5

原油・原材料の価格上昇 ２



１．資金繰り支援・金融円滑化
（１）政府系金融機関からの借入金に係る既往債務に関し、個々の中小企業者の実情に応じた返済条件緩和を実施。

（１１月２７日）
（２）信用保証協会に係る既往債務についても、返済条件の緩和を実施。また、民間金融機関の協会保証付き債権の条件

変更に関する金融検査マニュアル別冊上の取り扱いを周知徹底。（１２月７日）
（３）政府系金融機関・民間金融機関等に対し、原油等の価格上昇に伴う影響に配慮するよう要請。（１２月１０日）
（４）セーフティネット保証の対象業種の追加指定を行い、金融の円滑化対策を一層充実。（１２月１８日）
（５）原油高等で苦しむ中小企業の資金調達を円滑化するため、中小企業向け金融・信用補完の基盤強化に向けた財政

支援等を実施。

２．窓口・相談体制の整備
（１）下請取引に関する「駆け込み寺」機能を持つ「下請適正取引推進センター（仮称）」を全国規模で整備。
（２）下請代金法違反の疑いのある行為に関する下請事業者からの積極的な情報提供を促すべく、日本商工会議所等に

対し要請等。（１２月１１日）
（３）下請取引の適正化に関係する各省庁所管の相談窓口間の連携を図り、中小企業にとって分かりやすい体制とするた

め、地方支分部局間の連携体制の整備等について検討。

３．原油等の価格上昇分の転嫁に関する周知徹底
（１）関係事業者団体等に対し、原油等の価格上昇に伴う下請事業者への配慮等を行うよう要請。（１１月２７日）
（２）現下の軽油価格高騰に対処するため、十分な協議による運賃改定の必要性等、全国の経済団体等に対し、下請・荷

主適正取引推進のための緊急協力を要請。（１２月１２日）

４．下請代金法・独占禁止法の厳格な運用等
（１）トラック運送業において、下請・荷主適正取引推進ガイドラインを年度内に策定予定であるほか、建材・住宅設備産業

についても下請適正取引等の推進のためのガイドラインを策定予定（素形材産業、自動車産業、建設業等の８業種で
は策定済）。

（２）原油高によるコスト増の転嫁を不当に妨げる買いたたき等の下請代金法違反行為に対して、下請代金法に基づく検査
を積極的に実施。

（３）マンパワー等の検査体制を強化し、事業者に対する書面調査の増大を図る。

原油価格高騰に伴う新たな中小企業対策



• ６月２０日の改正建設基準法の施行により、７-９月の新築住宅着工は前年同期比で▲３７％ （約１２万戸）減少。とくに８月、９月
は年率７０万戸程度となり、最近の平均着工戸数（年率１３０万戸程度）から半減。これに伴い、建設業者のみならず建材・部材の
製造業者等にも影響が発生。１０月以降も依然として大幅な減少が続いているが、マイナス幅は縮小。

• 中小企業庁としては、こうした建築関連の中小企業者への影響を踏まえ、１０月９日に政府系中小企業金融機関、信用保証協会、
商工会議所等に特別相談窓口９４３カ所を設置。政府系中小企業金融機関ではセーフティネット貸付や返済条件の緩和について
相談が出来、信用保証協会では、セーフティネット保証等が利用可能。

（１２月２８日までに相談件数３，８５４件、融資・保証承諾 ２，４７５件・５７３億２，４００万円）

建築着工が改正建築基準法の施行により急減し、建築関連の中小企業者の経営に悪影響。

改正建築基準法の施行の影響



原材料価格の高騰などを背景として中小企業における収益率が低迷し、大企業との格差が拡
大している状況。

中小企業の収益率



中小事業所の一人当たり賃金は、大事業所に比して弱含み。

資料：厚生労働省「毎月勤労統計調査」より試算

事業所規模毎の現金給与総額の伸び率
（０７年４－９月期）

(出所）平成１９年度１０月月例経済報告等に関する関係閣僚会議
資料より抜粋（元データ：厚生労働省「毎月勤労統計調査」）

事業所規模毎の夏の特別給与の伸び率
（０７年６－８月期）

（従業者規模）（従業者規模）

中小企業の賃金



事業環境の整備

付加価値の創造

◇人材能力の向上
【29億円（5億円）】

・「新現役チャレンジプラン」による
団塊世代の活用

◇下請適正取引等の推進
【6億円（1億円）】

・下請適正取引推進センター（仮称）の
整備、下請代金法の厳格な運用等

◇事業承継の円滑化 【25億円（2億円）】

・開廃業のマッチングを支援する事業承継支援
センターの設立支援等による事業承継円滑化

中⼩・⼩規模企業の
⽣産性向上・潜在⼒の発揮

中小企業の持続的成長と地域の活性化

◇地域資源活用プログラムの推進 【117億円（101億円）】

◇まちづくりの推進・商店街
の活性化 【103億円（93億円）】

・空き店舗対策の強化等

◇地域中小企業の再生支援
【45億円（33億円）】

・ 「中小企業再生支援ネットワーク」の強化等

◇資金調達の円滑化
【207億円（119億円）】

・マル経融資制度の強化
・原油高、建築着工の減少等に対応するため
中小企業向け金融の財政基盤を強化

・売掛債権の早期現金化支援等により、
中小企業に対する金融支援を強化

平成２０年度中小企業対策費 予算案（経済産業省計上） １，３０４億円 （１９年度：１，２６０億円）

経営⼒の向上

◇頑張る小規模企業応援プランの推進
【90億円（新規）】

・ ＩＴ活用による情報システム構築と経営力の向上
・地域拠点の整備、高度専門人材の派遣等による経営支援

◇「農商工連携」の促進 【103億円（新規）】（再掲）

・「農商工連携」促進のため、ＩＴの活用による販路開拓や
人材育成等を、農水省と有機的に連携して支援

平成２０年度中小企業対策関連 予算案等のポイント



構造改革による飛躍 利用者・生活者重視 国際貢献・国際競争力強化

戦略の３つの理念

ＩＴの「新たな価値を生み出す力」
や「構造改革力」で日本社会を改革

生活密着型で、新たな価値が創出
される社会を実現するＩＴの推進

ＩＴの構造改革力を通じた国際
貢献の推進

デジタル・ディバイドのないＩＴ社会

構造改革力を支えるＩＴ基盤の整備

安心してＩＴを使える
環境整備

人材の育成・教育

・ユニバーサルデザイン化されたＩＴ社会
・「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」

使えるデジタル・ディバイドのないインフラ
整備

・世界一安心できる情報社会

・次世代を見据えた人的基盤
づくり

・世界に通用する高度ＩＴ人材
の育成

世界への発信２１世紀に克服すべき
社会的課題への対応

ＩＴの構造改革力の追求・世界への発信

２１世紀型社会経済活動

・ＩＴによる医療の構造改革
・ＩＴを駆使した環境配慮型社会

・世界一便利で効率的な電子行政
・ＩＴ経営の確立よる企業の競争力強化
・生涯を通じた豊かな生活

・日本のプレゼンスの向上
・課題解決モデルの提供による

国際貢献

安全・安心な社会
の実現

・世界に誇れる安全で安心
な社会

・世界一安全な道路交通社会

研究開発

・次世代のＩＴ社会の基
盤となる研究開発の推進

・ 今後、ＩＴのフロントランナーとして「２００６年以降も世界最先端であり続けること」を目指し、新しいＩＴ国家戦略
（ＩＴ新改革戦略）を策定。

・ 特に、①ＩＴを使って、企業の競争力を強化するという視点、②少子高齢化、環境問題といった社会的な課題をＩＴに
よって解決するという視点、の２つを明確に位置づけていることは、これまでの「e-Japan戦略」にはない重要な視点。

IT新改革戦略 －ITによる日本の改革－

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●第一の政策群は、ＩＴの構造改革力を追求して、日本の社会が抱える少子高齢化、安心・安全確保、国際競争力強化による経済成長などの課題解決をＩＴによって行おうとする政策である。（１）ＩＴによる医療の構造改革、環境配慮型社会（２）安全で安心な社会、安全な道路交通社会（３）行政・企業・個人が効率的にかつ意義深く活動するための取り組み・世界一便利で効率的な電子行政・生涯を通じた豊かな生活・ＩＴ経営の確立による企業の競争力強化　人口減少社会到来の中で経済成長を確保するためには、ＩＴ経営の推進　が重要な経済政策の柱の１つ●第二の政策群は、ＩＴの構造改革力を支えるとともに、来るべきユビキタスネットワーク社会に向けた基盤の整備（１）情報格差のないＩＴ社会の構築とユビキタスネットワークの高度化（２）安心してＩＴを使える環境の整備（３）ＩＴ社会を根底から支える人材の育成（４）次世代のＩＴ社会の基盤となる研究開発の推進（５）国際競争社会における日本のプレゼンスの向上



「ＩＴ新改革戦略」における目標及び実現に向けた方策
ＩＴ経営の確立による企業の競争力強化
－世界トップクラスのＩＴ経営を実現－

○現状と課題
企業におけるＩＴの導入は進み、一部ではグローバルな活動を行う重要な経営基盤として活用されているが、その一方でＩＴを有効に活用できていない場合や、

活用できている場合であっても企業内の一部門での活用にとどまっている場合が多く、ＩＴの可能性を最大限に引き出している企業は少ない状況にある。特に
中小企業においては、大企業と比較して電子商取引の実施率が低いなどＩＴの有効活用がなされていない。

その原因として、ＩＴに関する知識・利用・活用能力・取組意識の不足といった人材面の問題や、導入コストが高い、投資対効果が不明確といった費用面の問
題のほか、中小企業がＩＴを活用するに当たっては、電子商取引の仕様等が業界・企業ごとに異なっているなどの問題がある。

今後は、人材育成や導入費用に係る課題の解消、さらには国際的にも調和した電子商取引環境の整備に積極的に取り組み、企業がＩＴによる経営改革を実
現し、経営課題の解決力を強化することによって世界最高水準の競争力を装備することをめざす。

○目標
１．2010年度までに、企業の部門間・企業間の壁を越えて企業経営をＩＴによって最適化する企業の割合を大企業・中小企業ともに世界トップクラスの水準に
引き上げる。

２．2010年度までに、基幹業務にＩＴを活用する中規模中小企業（年間売上高５億～20億円を想定）の割合を60％以上とする。
３．企業が電子商取引に共通して利用できる国際的にも調和した汎用的な共通基盤（例えばEDIプラットフォーム）を構築し、2010年度までに、電子商取引を
実施する企業のうち汎用的な共通基盤を利用する企業の割合を60％以上とする。

４．2010年度までに、中小企業の取引先のうち電子商取引を実施する企業の割合を50％以上とする。

○実現に向けた方策
１．企業において、ＩＴを活用した業務統合、製造管理、供給連鎖等による生産性や顧客満足度等の向上のための戦略的投資を促進するため、2006年度まで
に「ＩＴの戦略的導入のための行動指針（仮称）」を策定し、その普及を図る。

２．2010年度までに大企業及び公開企業を中心に、CIOの設置を促進する。
３．企業におけるＩＴ利用・活用能力を強化するため、2006年度までにＩＴを利用・活用する企業のスキル標準を作成するとともに、社員に対するＩＴ教育実施プロ
グラムの導入を促進する。

４．経営者を中心にＩＴ化の有用性についての理解を促進するため、2010年度までに、企業経営におけるＩＴ利用・活用の成功事例を1,000件以上公表する。
５．電子商取引に利用できる業界共通・横断ソフトやパッケージソフトの開発・カスタマイズ・普及に対する支援のほか、EDIプラットフォームや電子タグの利用、
デジタルコンテンツ事業等を実施する中小企業に対する支援を行う。

６．企業において技能データベース化を行うためのメカニズムを2008年度までに構築し、その普及を図ることなどにより、ものづくりを行う企業の優れた技能等
を確実に継承できるようにする。

７．ＩＴの活用により経営能力を強化し、中小企業が自ら有する技術を有効に活用できるようにするため、中小企業大学校及び民間機関の活用等によって、中
小企業経営者が日常的に学習できる環境を2007年度までに整備し、普及を図る。

８．ＩＴによる中小企業の経営革新を促進するため、経営に役立つＩＴ投資について知見を有するＩＴコーディネータ等の外部専門家の活用や、異なる分野の経営
資源を有する中小企業がＩＴ等を活用して行う連携を支援する。



ＩＴ投資やＩＴの活用における課題
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資料：中小企業庁「中小企業白書2008」（2008年4月）
（注） 1．複数回答のため合計は100を超える。

2．ここでの中小企業とは、従業員300人以下（卸売業、サービス業では100人以下、小売業では50人以下）の企業を指し、
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ＩＴ人材の充足度
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資料：中小企業庁「中小企業白書2008」（2008年4月）
（注） 1．ＩＴを活用している企業のみ集計している。

2．ここでの「IT人材」とは、ITの活用や情報システムの導入を企画、推進、運用する人材を指す。

従業員規模

～ＩＴ人材の充足度は低い～



パソコンの装備時状況

資料：中小企業庁「中小企業白書2008」（2008年4月）
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資料：中小企業庁「中小企業白書2008」（2008年4月）
（注） 1．複数回答のため合計は100を超える。

2．ＩＴを活用している中小企業のみ集計している。
ここでの中小企業とは、従業員300人以下（卸売業、サービス業では100人以下、小売業では50人以下）の企業を指す。

（％）
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中小企業のＩＴ化の流れ

データ
提供

・安価な料金
・専門知識不要

・アドバイス
・データ活用

データ
提供

融資等

業務のＩＴ化（生産性の向上）

ステップ②

「ＩＴ経営ガイド」
・ウェブサイトの立ち上げ（2008年4月）
・経営課題や困り毎に応じたきめ細かな
解決策（何をどうやってＩＴ化するか）

ステップ①

ＩＴ投資減税の対象拡充・要件緩和
（投資額：300万円以上→70万円以上等）

（受発注～生産～出荷～販売の一元化）

サプライチェーン全体の生産性向上
（効果の事例）
・在庫の大幅圧縮
・納期の大幅短縮
・トラブル対処所要時間の短縮

「高度なＩＴ専門家派遣」（60名程度）
中小企業のＩＴ化の「司令塔」として長期・
綿密なアドバイス

ステップ③

ＩＴ投資・運用コストが高い

ＳａａＳの整備
・SaaS業者が共用できる基盤を開発
・財務会計ソフトの運用(2009/1～）

◎地域力連携拠点
・専門人材
（診断士、経営指導員等）

・経営支援情報データベース
・ネットｄｅ記帳

○生産管理システムの導入
（効果の事例）
・１人当たりの売上高増（年間27％増加）
・工程が平準化され受注率が向上

○出荷販売システムの導入
（効果の事例）
・商品の出荷作業の効率が倍増

（１時間あたり50件→100件）
・出荷梱包ミスの減

（2万件あたり20件→3件）

財務（会計）の見える化

・金融の円滑化
・経営力向上への役立て

企業間のネットワークの構築

「ＥＤＩシステム開発支援」
・中小企業の業務システムとＥＤＩがつなが
るシステムを開発・実証

・２００８年４月着手、2009年３月までに開発

◎金融機関等

ＩＴ化が遅れている中小企業

【現状】
従業員一人当たりのＰＣ台数
→小規模企業ほど少ない

ＩＴ人材の不足
・何をしたら良いか分からない
・効果が分からない
・誰に相談したらいいか分からない

「ＩＴ経営応援隊」
・中小企業経営者のＩＴ化に係る啓発
・成功事例の周知

ＥＤＩは大企業で進展、
中小企業では進展せず

大企業独自方式の乱立が障害
→中小企業の業務システムとＥＤＩ
が連携できない負担増・非効率

（連携）



電子申告

小 規 模 企 業 等

小規模企業等の先進的支援拠点
企業支援に取り組む拠点（３００ヶ所）を選定

専門人材

きめ細か
い支援

連携して支援する仕組み

関係省庁地方自治体

重点支援

融資の迅速
化

情報活
用

インターネッ
トで経営支

援

新現役チャレンジプラン
企業ＯＢの活用

中小企業庁／経済産業局

制度の活用

支援メニュー
選択

支援制度
の活用

派遣インターネット
で財務会計

経営支援情報システム

応援コーディネー
タ配置

地域金融機関

保証協会

国民生活金融公庫
・マル経融資制度の強化

条件優遇

20年度予算案：４．３億円（新規）

20年度予算案：５１．６億円（新規）

20年度予算案：２１．２億円（新規）

①多くの企業を捕捉

②今日的な経営課
題への対応

③きめ細かい支援

④国と地方の政策融
合

小規模企業等支援の
基本的考え方

①「気づき」

経営課題や財務状況の正確
な把握

②外部資源の活用

情報、人材、資金、ノウハウ
等の有効活用

小規模企業等の課題
電子納税（ｅ－Ｔａｘ）

がんばる小規模企業応援プラン



小規模企業等経営支援情報システム

■インターネットで帳簿入力や集計ができる会計システム。インターネットに接続できる環境が
あれば、いつでもどこでも、すぐに利用可能。日々の取引を自社で管理し、オンラインで商工会
等の経営指導等を受けられる。マル経融資のスピーディーな対応や信用保証率の優遇が受
けられる。

小規模企業者

国民生活
金融公庫

商工
会・商
工会議

所

信用保証協会
民間金融機関

国税電子
親告・納税
システム
（e-Tax）

小規模企業等経営支援情報システム構成概要

活用
融資 電子税

申告

活用

データ
入力

融資推薦

オンライン
経営指導

【メリット】
■メンテナンス不要

インターネット上で提供されるサービス（ＡＳＰ）を活用すること
によりソフトのインストールやバージョンアップといった作業が不
要。

■システム使用料が安い
年間３１，５００円と使いやすい。

■オンラインでの経営指導

商工会・商工会議所に来ることなく、インターネットでデータを共
有しつつ、電話等などもタイムリーにアドバイスを受けることがで
きる。また、決算のときなども、商工会・商工会議所にデータを取
りにくる、送る、という手間がかからない。

■経営診断

自社の経営状況・全国同業種での位置付け・簡易シュミレー
ションが可能。

■資金調達に有利

・マル経を通常より迅速に利用可（経営指導期間６ヶ月の短縮、
審査会の省略）。

・信用保証料率を低くし、民間金融機関からの借入を有利にで
きる。

■税申告対応
所得税申告・消費税申告の書類作成が可能。



５０万社の中小企業への利用を目指す

■ 財務会計などバックオフィス業務から電子納税等電子申請までを一貫して行える、
便利なワンストップサービス（SaaS活用型サービス）を官民連携して構築・普及。

中小企業の会計力・経営力向上と電子政府利用を促進。

ＳａａＳ※（Software as a Service）型サービスを活用した業務インフラの普及
※インターネット経由で情報処理を行うサービス

オンラインで財務
・労務管理の情報
等を入力

SaaS型ｻｰﾋﾞｽ
を活用した処理

・納税申告
・社会保険

関係申請
等

簡便に
電子申請

サービス提供事業者

中小・小規模事業者

申告書
作成

・
・

財務処理
給与計算
など

関係行政機関

SaaS活用基盤整備事業（仮称）の概要

申請書
作成

税理士等専門家 の
支援

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト



中小企業等が、ＩＴを利活用して経営革新、生産性向上を図る「ＩＴ経営」の実践を自主的に
進めることを促すため、官民連携のネットワーク（IT経営応援隊）を通じて、研修事業、ベスト
プラクティスの収集・普及事業、地域連携支援事業等を実施。

研修事業

ＩＴコーディネータによる
ＩＴ経営についての講義

グループディスカッション
による戦略立案

ベストプラクティス等普及事業

事例集の提供

全国９地域で支援活動を展開

中小企業経営者等
１０人程度が受講

・ＩＴコーディネータ
・地域ソフトウェアセンター
・商工団体
・ＩＴベンダ
・中小企業支援機関

・金融機関
・税理士
・中小企業診断士

等

地域の支援ネットワーク形成

全国各地で２００回以上開催 平成２２年度までに１，０００件以上
の成功事例を公表

ＩＴ経営応援隊事業の概要

中小企業ＩＴ経営力大賞

普及啓発セミナー

北海道ＩＴ経営応援隊
東北ＩＴ経営応援隊
関東ＩＴ経営応援隊
中部ＩＴ経営応援隊
関西ＩＴ経営応援隊
ちゅうごくＩＴ経営応援隊
四国ＩＴ経営応援隊
九州ＩＴ経営応援隊
沖縄ＩＴ経営応援隊



ＩＴ経営ガイドの流れ

導入が考えられるＩＴシステムの選択肢と
その概観（例：デジタル・ピッキング・システム）

・導入効果、使い方、機能、導入手順など
・形態（パッケージ、システム開発、ＳａａＳなど）

（個別システム紹介）

（ＩＴ経営ガイド）

支援施策の紹介(税、財投、専門家活用など）

ユーザーの業種・規模に応じた具体的ＩＴ導入
事例について、その効果や成果などを含めて
紹介

ガイド内容メニュー

ひとつを選択

中小企業

対象として、
・ＩＴ導入・利活用が十分で
きていない者

・高度に利用しようとする者

経営課題の指定
（具体例：物流・在庫プロセスの自動
化を進めたい）

経営上の問題がわかる

困り事、思いの指定
（具体例：製造業－原材、資材の リ
ードタイムが長く、受注の変化に対
応できない。欠品・過剰在庫）

経営上の問題がわからない

業種・規模の指定
【業種】
建設業、製造業、小売業、サー
ビス業など１０業種

【規模】
・年間売上高で８分類
・従業員数８分類

ＩＴ支援施策の紹介を指定

（支援施策）

ＩＴ経営ガイドの流れ



中小企業の生産性向上、また災害等への対応能力の強化を図るため、ＥＤＩと基幹業務が有機的に連携した効率的なＩＴネット
ワークシステムの構築を支援する。

具体的にはユーザとなる複数の中小企業がＩＴベンダー等を含めて構成するコンソーシアム等を対象に、

①中規模中小企業における社内基幹業務システムと、複数の大企業独自仕様ＥＤＩシステムとの連携を図るためのインター
フェースソフトウェアの開発
②ユーザーである中小企業サイドに立った基幹業務システムとＥＤＩシステムとが有機的に連携したシステムの開発
③ＩＴを活用した情報の共有化やデータ管理システムの構築

等について支援を行う。

中小企業ＩＴ経営革新支援事業

支援のイメージ図

大企業
専用
EDI

①ＥＤＩ変換
ソフトウェア

基幹業務
システム

汎用ＥＤＩ

中規模中小企業

連
携

汎用ＥＤＩ

基幹業務
システム

小規模中小企業

連
携大企業

専用
EDI

大企業
専用
EDI

③情報の共有化やデータ管理システムの構築
（災害等への対策のためのバックアップシステム等）

②②

コンソーシアム等
委託

国

＜事業スキーム＞

ＩＴベンダー

（開発委託）



中小企業基盤整備機構

戦略的ＣＩＯ育成支援事業の実施体制（イメージ）

ＣＩＯ経験者 中小企業診断士 ＩＴｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｅｔｃ

中小企業のＩＴ化
に係る専門家

中小企業
関連団体

中 小 企 業

中小機構（本部）

統括マネージャー
（１名）

中小機構（支部）

（派遣依頼）

（統括マネージャーへ送付）

選考（書類・面接）

（一般公募、推薦公募） （一般公募）

（相談）

（派遣）

（採択に係る調整）

県センター等

登録ＣＩＯ

（分野ごとに

合計60名程度）

選考（書類・面接）

チーフ
アドバイザー
（６～８名程度）

①支援企業の新規開拓
②派遣業務
・予備調査の実施
・派遣計画書の策定。調整
（統括マネージャーと協議）
・終了調査
・フィードバック報告会
・フォローアップ支援

③制度の運営
・改善点の提案・PR

④県センター等との連絡

①派遣業務
・案件の採択調整
・ＣＩＯへの派遣要請

②制度 の運営
・登録CIOの研修企画
・登録CIOの発掘
・登録CIOの目利き
・成果の把握
・制度の改正提言・PR

③支援モデルの構築
（マニュアル作成・普及）

・既存専門家派遣制度との連携
・支援企業の新規開拓

（派遣要請）

（助言・調整）

・派遣計画（原案）の作成
・コンサルティング

（派遣）
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